
奨学金について 
 
SDM・KMD学生が対象となる奨学金 

奨学金名称 奨学団体 種類 対象 出願資格 出願期間 

日本学生支援機構 

奨学金 

日本学生支援 

機構 

貸与 修・博 成績、経済状況 奨学金案内表紙

参照 

慶應義塾大学 

大学院奨学金 

慶應義塾大学 

大学院 

給付 修・博 成績、経済状況 奨学金案内表紙

参照 

指定寄付奨学金 三田会 給付 奨学金により 

異なる 

成績、経済状況 主に 4～5月 

地方公共団体・ 

民間団体奨学金 

各財団 給付・ 

貸与 

奨学金により 

異なる 

奨学金により 

異なる 

主に 4～5月 

 
 
応募に必要な書類（各奨学金に共通するもの） 

書類の種類 入手方法 備考 

大学院奨学金申請書 奨学金案内巻末綴込 日本学生支援機構は除く 

申請票 奨学金案内巻末綴込  

大学院奨学金選考資料 奨学金案内巻末綴込 日本学生支援機構は除く 

成績証明書 各自で準備 修士学生は大学学部成績証明書 

博士学生は大学学部・大学院修士成績証明書 

所得証明書 役所で手配 日本学生支援機構は採用後に提出 

所得関係書類 各自で準備 必要な書類は職業、世帯事情等により異なる 

通帳（本人名義）コピー 各自で準備 振込口座情報が記載されている部分のコピー 

健康保険証のコピー 各自で準備（該当者のみ） 独立世帯／父母の扶養を証明するもの 

＊ 上記書類は一度提出すれば年度内は有効です。複数の奨学金に応募する場合も、特に指

定がなければ 2度提出する必要はありません。 
＊ 上記以外に必要な書類は奨学金により異なります。 
＊ 健康保険証のコピーは裏面フローチャートを参照のうえ、該当者のみ提出してください。 
 
所得証明書・所得関係書類について 

① 提出対象者 

1．日本学生支援機構奨学金・慶應義塾大学大学院奨学金 

→本人および配偶者の所得証明書（収入のない場合は非課税証明書）・所得関係書類を

提出してください。 

 



2．指定寄付奨学金・各種奨学金 

→世帯事情により提出対象者が異なります。次のフローチャートに従って、該当する

提出対象者の書類を用意してください。 

 

 

 

     

             

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 別居している祖父母、兄弟などが父母（*1の場合は本人）の扶養家族になっている場合

は所得証明書（収入のない場合は非課税証明書）・所得関係書類を提出してください。 

 

② 所得関係書類 

所得関係書類は収入形態（給与所得かそれ以外か）や世帯事情によって異なります。慶應

義塾大学大学院奨学金案内を参照し、必要な書類を揃えてください。 
 
 
 
※いずれも詳細は「慶應義塾大学大学院奨学金案内」を確認してください。 

父母と同居 

父母と別居 父母の扶養に 

入っている 
父母および同一家計内の者全員の所得書類 

※本人に収入がある場合は本人分も含む 

※収入のない者については非課税証明書を提出 

配偶者の扶養

に入っている 

(1)健康保険証のコピー 

(2)本人および配偶者の所得書類*1 

 ※収入のない者については非課税証明書を提出 

 ※父母から援助がある場合は父母分も含む 

本人が家計支

持者（独立生

計）である 

(1)健康保険証のコピー 

(2)本人および配偶者の所得書類 

 ※収入のない者については非課税証明書を提出 

父母および同一家計内の者全員の所得書類 

※本人に収入がある場合は本人分も含む 

※収入のない者については非課税証明書を提出 

父母の扶養に 

入っている 

本人が家計支

持者である 

(1)健康保険証のコピー 

(2)本人および父母を含む同一家計内の者全員の所得

関係書類*1 

※収入のない者については非課税証明書を提出 


